
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年２月１４日（金） ８：３４～８：４１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

森 まさこ 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ４件 

〇国会提出案件 １５件 

○政令        １件 

○人事        ２件 

〇報告        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，予備費の使用に

ついて，御決定をお願いいたします。本件は，新型コロナウイルス感染症対策に必

要な経費として約１０３億１千万円を，故中曽根康弘元総理の内閣・自由民主党合

同葬儀に必要な経費として約８千万円を，それぞれ一般会計予備費から使用するも

のであります。 

次に，「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告」について，御決定

をお願いいたします。本件は，同法に基づき，昨年の通信傍受の実施状況等につい

て，国会に報告するものであり，後程，法務大臣から御発言があります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１４件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，政令について，御決定をお願いいたします。「児童福祉法施行令等の一部を

改正する政令」は，障害者又は障害児の保護者について，肢体不自由児通所医療等

に係る負担額を軽減するため，所得額の計算方法を改めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，茂木外務大臣が本日から１６日

まで，河野防衛大臣が明日から１６日まで，ミュンヘン安全保障会議出席等のため，

それぞれ海外出張されますので，御了解をお願いいたします。 

次に，吉岡征雄外１８５名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

次に，令和元年度第３・四半期に締結された無償資金協力に係る取極」について，

御報告があります。本件は，昨年１０月から１２月までの３か月間に締結された，

３８か国，７機関の計７０件，総額約４７３億円の取極について，取りまとめたも

のであります。 

次に，件名外案件について，申し上げます。まず，「漁業取締船の贈与に関する書

簡」及び「円借款の供与に関する書簡」をインドネシアとの間に交換することにつ

いて，御決定をお願いいたします。「漁業取締船の贈与に関する書簡」は，漁業監視

能力の向上等のため，漁業取締船１隻を贈与するものであり，「円借款の供与に関す

る書簡」は，「災害に対する強靱化促進・管理プログラム・ローン」に，３１８億円

を限度とする円借款を供与することについて，取り極めるものであります。なお，

いずれも本日の書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願いいたします。 

次に，「無償資金協力に係る取極の締結」について，御決定をお願いいたします。

本件は，我が国と相手国政府との間で実質的な合意をみた無償資金協力を取りまと

めたもので，２３か国，１１機関に対する計４８件，総額約２９２億円の贈与を行

うものであります。個々の案件につきましては，相手国政府との書簡交換までそれ

ぞれ不公表といたしたいので，御了承をお願いいたします。なお，締結状況は適宜

取りまとめ，別途，閣議に御報告することといたします。 

〇菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，法務大臣。 

〇森国務大臣：犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく平成３１年及び令和
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元年中の通信傍受の実施状況等について御説明いたします。平成３１年及び令和元

年中においては，合計１０事件につき，傍受を実施した結果，合計４８人の逮捕に

至りました。また，平成３０年中に傍受を実施した事件につき，所要の捜査を遂げ

た結果，新たに合計４４人の逮捕に至りました。以上の内容について，同法律に基

づき，国会に報告したいと考えております。なお，捜査当局においては，今後も，

通信傍受を適切に活用していく方針と承知しております。 

〇菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇安倍内閣総理大臣：茂木大臣及び河野大臣は，それぞれ海外出張いたしますが，そ

の出張不在中，菅内閣官房長官を外務大臣の臨時代理に，武田大臣を防衛大臣の臨

時代理に指定します。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令 和 ２ 年 

２ 月 14 日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 令 和 元 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 （ １ ０ 件 ） に つ い

て （ 決 定 ）             （ 財 務 省 ）

◎ 国 会 提 出 案 件

   ○ 犯 罪 捜 査 の た め の 通 信 傍 受 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

報 告 （ 平 成 ３ １ 年 ・ 令 和 元 年 ） に つ い て （ 決 定 ）

（ 法 務 省 ・ 警 察 庁 ・ 厚 生 労 働 ・ 国 土 交 通 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 立 国 社 ） 提 出 安 倍 晋 三

後 援 会 が 主 催 し た 「 桜 を 見 る 会 」 の 前 夜 祭 の

透 明 性 の 確 保 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）        （ 内 閣 官 房 ）

〃 ○ 1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 実 施 を 予 定 し て い る 子 ど も の

貧 困 に つ い て の 全 国 調 査 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 内 閣 府 本 府 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 子 ど も の 貧 困 施 策 の 地 方 自 治

体 に 関 連 す る 事 項 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）        （ 同 上 ）

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 子 ど も の 貧 困 対 策 に お い て ，

支 援 を 求 め や す く す る た め の 環 境 整 備 に 関 す

る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 子 ど も の 貧 困 対 策 に 関 す る 質

問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 同 上 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ み ん ） 提 出 神 奈 川 県 警 に

よ る 刑 事 告 訴 拒 否 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 警 察 庁 ） 

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 政 府 が 目 指 す

５ Ｇ 実 現 に 向 け た 取 組 み に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 総 務 省 ） 

1. 参議院議員浜田聡（みん）提出いわゆる家具・

家 電 付 の 賃 貸 マ ン シ ョ ン に お け る 内 見 時 に 受

信 機 を 使 用 で き る 状 態 に 置 い た 場 合 の 放 送 法

６ ４ 条 「 受 信 設 備 を 設 置 し た 者 」 の 解 釈 に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    

（ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 無 ） 提 出 制 定 当 時 は 想

定 し て い な か っ た 同 性 婚 と 憲 法 と の 関 係 に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 法 務 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ み ん ） 提 出 イ ラ ン 国 内 で

我 が 国 の 総 理 大 臣 が 「 ア メ リ カ 人 は 常 に 自 分

た ち の 信 念 と 見 解 を 他 国 に 押 し つ け た い と 考

え て き た 」 と 発 言 し た と さ れ て い る こ と に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 外 務 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 蓮 舫 （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風 会 ・ 社

民 ） 提 出 台 湾 の Ｗ Ｈ Ｏ 加 盟 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 大 学 入 学 共 通

テ ス ト に お け る 英 語 民 間 試 験 の 活 用 延 期 及 び

記 述 式 問 題 の 導 入 見 送 り に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 文 部 科 学 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 子 ど も の 貧 困 に 関 し 「 声 を 上

げ ら れ な い 子 供 や 家 庭 の 早 期 発 見 」 の た め の

具 体 的 な 方 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）       （ 厚 生 労 働 省 ） 
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1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会・ 社 民 ） 提 出 子 ど も の 貧 困 対 策 の う ち ， 

「 生 活 の 安 定 に 資 す る た め の 支 援 」 に 関 す る

質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 厚 生 労 働 省 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 児 童 福 祉 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）         （ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 外 務 大 臣 茂 木 敏 充 外 １ 名 の 海 外 出 張 に つ い て 

（ 了 解 ） 

   ☆ 元 検 事 吉 岡 征 雄 外 １ ８ ５ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に つ い

て （ 決 定 ） 

 

◎ 報  告 

   ☆ 令 和 元 年 度 第 ３ ・ 四 半 期 に 締 結 さ れ た 無 償 資 金 協 

力 に 係 る 取 極 に つ い て        （ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕     

 

  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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令 和 ２ 年 

２ 月 14 日 

◎ 一 般 案 件

○ 漁 業 取 締 船 の 贈 与 に 関 す る 日 本 国 政 府 と イ ン ド ネ

シ ア 共 和 国 政 府 と の 間 の 書 簡 の 交 換 に つ い て

（ 決 定 ） （ 外 務 省 ） 

〃 ○ 円 借 款 の 供 与 に 関 す る 日 本 国 政 府 と イ ン ド ネ シ ア

共 和 国 政 府 と の 間 の 書 簡 の 交 換 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ） 

〃 ○ 無 償 資 金 協 力 に 係 る 取 極 の 締 結 （ 令 和 元 年 度 第 ５

次 取 り ま と め 分 ） に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

件 名 外 案 件 （ 金 ）

資 料
な し
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